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報告第９号 

 

 

令和７年度池田市病院事業会計予算 

繰越計算書について 

 

 

令和７年度池田市病院事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰り越したので、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報

告する。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位　円)

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額 説　　明

企業債 9,600,000 

内部留
保資金

14,000 

一部の製品に
おいて、機器
メーカーの一
時的な出荷停
止措置により
納期が長期化
したため

1

令和７年度　池田市病院事業会計予算繰越計算書

款 項 左 の 財 源 内 訳

医療機器等
整 備 事 業

3,602,965,000 2,877,667,941 9,614,000 715,683,059 資本的支出1 建設改良費

-
 
2
 
-



報告第１０号 

 

 

令和７年度池田市水道事業会計予算 

繰越計算書について 

 

 

 令和７年度池田市水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰り越したので、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報

告する。 

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位　円)

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額 説　　明

企業債 245,500,000 

補助金 17,790,000 

内部留
保資金

100,286,700 

令和７年度　池田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 左 の 財 源 内 訳

2,387,800 

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

配 水 管
布 設 工 事

25,600,000 

1,091,259,200 

１ 資本的支出

内部留
保資金

13,312,200 建設改良費1 25,600,000 

3
第 ２ 次
施設整備費

41,300,000

配 水 管
布設替工事

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

714,126,600 363,576,700 13,555,900 

-
 
4
 
-



報告第１１号 

 

 

令和７年度池田市公共下水道事業会計予算 

繰越計算書について           

 

 

 令和７年度池田市公共下水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰り越した

ので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位　円)

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額 説　　明

企業債 146,000,000 

補助金 97,000,000 

企業債 14,000,000 

補助金 12,000,000 

366,000,000 250,100,000 26,000,000 89,900,000 

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

処 理 場
建 設 工 事

１ 資本的支出 建設改良費1

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

令和７年度　池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 左 の 財 源 内 訳

管渠布設工事 987,201,000 519,347,264 243,000,000 224,853,736 

-
 
6
 
-



報告第１２号 

 

 

令和７年度池田市一般会計繰越明許費 

繰越計算書について         

 

 

 令和７年度池田市一般会計繰越明許費を翌年度へ次のとおり繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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金 額 翌年度繰越額 既 収 入

特定財源 国府支出金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円

2 総 務 費 1 総務管理費 41,250,000 41,250,000 41,250,000

2 総 務 費 3 3,300,000 3,300,000 3,300,000

2 総 務 費 3 1,078,000 1,078,000 1,078,000

2 総 務 費 3 1,848,000 1,848,000 1,848,000

3 民 生 費 1 社会福祉費 1,681,200,000 1,681,200,000 840,600,000 828,700,000 11,900,000

3 民 生 費 2 児童福祉費 39,838,000 16,878,000 16,878,000

4 衛 生 費 1 保健衛生費 224,883,000 224,883,000 224,883,000

4 衛 生 費 2 清掃費 11,000,000 9,928,749 7,400,000 2,528,749

7 商 工 費 1 商工費 240,000,000 240,000,000 240,000,000

8 土 木 費 4 都市計画費 135,432,000 135,432,000 135,432,000

8 土 木 費 4 都市計画費 369,600,000 369,600,000 171,000,000 160,000,000 38,600,000

令和７年度　池田市一般会計繰越明許費繰越計算書

左 　の 　財 　源 　内 　訳

款 項 事 業 名
一般財源

未収入特定財源

高校・大学生等食料品支援事
業

多世代交流施設整備事業

公共下水道企業会計繰出事業

五月山動物園整備事業

ごみ収集車購入事業

プレミアム付デジタル商品券
事業

戸籍附票システム改修事業

住民記録システム改修事業

物価高対応子育て応援手当給
付事業

水道企業会計繰出事業

戸籍住民基本台
帳費

戸籍住民基本台
帳費

戸籍住民基本台
帳費

コンビニ交付システム改修事
業

-
 
8
 
-



金 額 翌年度繰越額 既 収 入

特定財源 国府支出金 市 債 そ の 他

10 教 育 費 2 小学校費 182,200,000 182,200,000 51,102,000 131,000,000 98,000

12 諸 支 出 金 1 防災費 25,492,000 25,492,000 12,740,000 12,752,000

12 諸 支 出 金 1 防災費 8,351,000 8,351,000 8,300,000 51,000

左 　の 　財 　源 　内 　訳

款 項 事 業 名 未収入特定財源
一般財源

小学校照明器具改修事業

地域防災無線等整備事業

防災対策事業

-
 
9
 
-



報告第１２号　　説　　明

予　算　額 決算見込額 残　　額 繰　越　額 不　用　額

円 円 円 円 円

2 総務費
1 総務管理費

2 総務費
3 戸籍住民基本台帳費

3
1 社会福祉費

3
2 児童福祉費

4 衛生費
1 保健衛生費

4 衛生費
2 清掃費

7 商工費
1 商工費

8 土木費
4 都市計画費

8 土木費
4 都市計画費

2,240,2007 公園整備費 12 委託料 133,224,000 56,383,800

312,109,141

76,840,200 74,600,000

3,267,000

負担金補助及び交付金 331,162,000

1,178,229

委託料 247,305,000 7,303,384 240,001,616

19,052,859

2 商工振興費 12

2 塵芥処理費 17

10 水道費

令和７年度　池田市一般会計繰越明許費繰越計算書説明

款　　 項 目 節

135,432,000 33,588,619

240,000,000 1,616

11,000,00011,000,000 0

304,000

224,941,000 224,883,000

803,515,381 169,020,619

11

16,560,000

備品購入費

民生費
2 子育て支援費 6,050,000 4,871,771

7,132,000

18

役務費

13 自治振興費 12 委託料 42,157,000 906,070 41,250,930 41,250,000 930

1 戸籍住民基本台帳費 12 委託料 173,445,000 147,542,818 25,902,182 6,226,000 19,676,182

12 委託料 57,200,000 0 57,200,000 57,200,000 0
民生費

8
多世代交流施設建設
費

14 工事請負費 1,624,000,000

27 繰出金 232,073,000

0 1,624,000,000

1,163,15310 需用費

1,624,000,000 0

2,492,859

9,928,749 1,071,251

2,103,847

874,229

58,000

1,149,15314,000

4 下水道費 27 繰出金 972,536,000

-
 
1
0
 
-



予　算　額 決算見込額 残　　額 繰　越　額 不　用　額

8 土木費
4 都市計画費

10 教育費
2 小学校費

12
1 防災費

5,223,058,000 1,990,080,770 3,232,977,230 2,941,440,749 291,536,481

7 公園整備費 工事請負費 295,000,000995,376,00014

661,912

7 報償費 893,000

25,661,912備品購入費 25,000,000

743,000

17
諸支出金

1 災害対策費 79,932,000 54,270,088

工事請負費 298,800,000

款　　 項 目 節

3,453,0302,833,970 11,804,030 8,351,000

202,257,500

150,000 492,000 251,000

497,257,500498,118,500

18 負担金補助及び交付金 14,638,000

計

143 92,840,000 205,960,000 182,200,000 23,760,000学校建設費

-
 
1
1
 
-



議案第４１号 

 

 

池田市地域会館条例の制定について 

 

 

池田市地域会館条例を次のように制定する。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

池田市地域会館を設置するため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市地域会館条例（案） 

 

（設置） 

第１条 地域におけるコミュニティの活動及び交流の促進を図り、まちづくり

のにぎわいを創出し、もって暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現に寄与するため、本市に池田市地域会館（以下「会館」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 位置 

池田市立上池田会館 池田市上池田１丁目９番１９号 

池田市立城南会館 池田市城南１丁目８番２２号 

池田市立池田駅前北会館 池田市菅原町３番１―３０５号 

池田市立桃園会館 池田市桃園１丁目９番１２号 

池田市立桃園南会館 池田市桃園２丁目２番５号 

池田市立姫室・室町会館 池田市姫室町３番１号 

池田市立池田駅前南会館 池田市呉服町１番１―２１１号 

池田市立呉服会館 池田市呉服町１１番１号 

池田市立宇保会館 池田市宇保町５番１７号 

池田市立神田北会館 池田市神田１丁目２８番２７号 

池田市立脇塚会館 池田市神田２丁目１８番３２号 

池田市立早苗の森会館 池田市神田４丁目７番２号 

池田市立宮之原会館 池田市神田４丁目１０番１０号 
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（開館時間及び休館日） 

第３条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（指定管理者による管理） 

第４条 会館（池田市立桃園南会館及び池田市立脇塚会館（以下これらを「直

営会館」という。）を除く。次条、第９条第２項及び第１０条第４号におい

て同じ。）の管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、市が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 別表第１から別表第４までに掲げる会館の施設（附則第５項を除き、以

池田市立住吉会館 池田市住吉２丁目３番２４号 

池田市立空港会館 池田市空港１丁目１１番４号 

池田市立豊島北会館 池田市豊島北１丁目７番１７号 

池田市立石橋北会館 池田市石橋２丁目４番１６号 

池田市立石橋会館 池田市石橋４丁目６番２号 

池田市立井口堂北会館 池田市井口堂１丁目６番４号 

池田市立鉢塚会館 池田市鉢塚２丁目８番５号 

池田市立秦野会館 池田市旭丘１丁目９番Ｇ―１０１号 

池田市立荘園会館 池田市荘園１丁目７番１３号 

池田市立渋谷会館 池田市渋谷３丁目３番１８号 

池田市立五月丘会館 池田市五月丘２丁目４番１号 

池田市立南畑会館 池田市畑１丁目７番４号 

池田市立伏尾台西会館 池田市伏尾台１丁目１８８番地 

池田市立伏尾台中央会館 池田市伏尾台３丁目４番地の３ 
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下「施設」という。）の使用の許可に関する業務 

(2) 会館の管理に関する業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第６条 第４条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他

市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提

出された書類を審査した上で指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経

て指定管理者を指定しなければならない。 

（指定の取消し等に係る賠償） 

第８条 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、

指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。 

（使用の許可） 

第９条 施設を使用しようとするものは、規則で定めるところにより指定管理

者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可に当たり会館の管理上必要があると認めるとき

は、その使用について条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第１０条 指定管理者は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 建物、附属設備又は備品を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがある

と認めるとき。 

(3) 池田市暴力団の排除に関する条例（平成２３年池田市条例第２０号）第
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２条第１号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第１１条 施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、別

表第１から別表第４までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認める場合は、前納によらないで納付することが

できる。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第１２条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な事由が

あると認めるときは、規則で定めるところにより、当該使用料の全部又は一

部を還付することができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対

し、施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは中止させ、

又は退去を命ずることができる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 使用者が第９条第２項の規定により付した条件に違反したとき。 

(3) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

(4) 施設の使用が第１０条各号のいずれかに該当したとき。 

(5) 災害その他不可抗力により管理上緊急やむを得ない事由が発生したとき。 

２ 前項の規定により使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは中止さ

せ、又は退去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市及び指定

管理者は、その賠償の責めを負わない。 

（使用の権利の譲渡等の禁止） 

第１４条 使用者は、施設の使用の権利を他に譲渡し、又は使用の許可を受け
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た施設を他人に使用させてはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第１５条 使用者は、施設の使用に当たり、特別の設備を設置し、又は備付け

の器具以外の器具を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１６条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は第１３条第１項の規定に

より使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは中止させられ、又

は退去を命ぜられたときは、直ちに施設その他附属設備等を原状に回復しな

ければならない。ただし、災害その他特別な理由により直ちに原状に回復す

ることが困難な場合は、この限りでない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者において

これを執行し、その費用を使用者から徴収する。 

 （損害賠償の義務） 

第１７条 建物、附属設備若しくは備品を毀損し、若しくは滅失し、若しくは

施設の使用の許可の期限が満了しても使用を終えず、又は第１５条の規定に

より設置した特別の設備若しくは搬入した備付けの器具以外の器具を撤去し

ないことにより、市に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、賠償を免除する

ことができる。 

（直営会館への準用） 

第１８条 第９条から第１１条まで及び第１３条から前条までの規定は、直営

会館について準用する。この場合において、第９条第１項中「施設」とある

のは「別表第１に掲げる直営会館の施設（以下「施設」という。）」と、同

条、第１０条、第１３条第１項、第１５条及び第１６条第２項中「指定管理

者」とあるのは「市長」と、第９条第２項及び第１０条第４号中「会館」と

- 17 -



あるのは「直営会館」と、第１１条第１項中「別表第１から別表第４までに」

とあるのは「別表第１に」と、第１３条第１項第２号中「第９条第２項」と

あるのは「第１８条において読み替えて準用する第９条第２項」と、同項第

４号中「第１０条各号」とあるのは「第１８条において読み替えて準用する

第１０条各号」と、同条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、

第１６条第１項中「第１３条第１項」とあるのは「第１８条において読み替

えて準用する第１３条第１項」と、前条中「第１５条」とあるのは「次条に

おいて読み替えて準用する第１５条」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、附則第３項から第

５項までの規定は、公布の日から施行する。 

（池田市立コミュニティセンター条例及び池田市立石橋会館条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条例第２７号）

(2) 池田市立石橋会館条例（平成３０年池田市条例第３９号） 

（準備行為） 

３ 指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても、第６条から第８条までの規定の例により行

うことができる。 

４ 施設の使用に係る行為は、施行日前においても、第９条から第１５条まで

の規定の例により行うことができる。この場合において、第９条、第１０条、

第１３条第１項及び第１５条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１
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３条第２項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第１４条中「譲渡

し、又は使用の許可を受けた施設を他人に使用させて」とあるのは「譲渡し

て」と読み替えるものとする。 

５ 別表第１に掲げる直営会館の施設の使用に係る行為は、施行日前において

も、第１２条並びに第１８条において読み替えて準用する第９条から第１１

条まで及び第１３条から第１５条までの規定の例により行うことができる。 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例の一部改正） 

６ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第２１号を削り、第２２号を第２１号とし、第２３号から第３４

号までを１号ずつ繰り上げ、第３５号を削り、第３６号を第３４号とし、第

３７号を第３５号とし、第３８号を第３６号とし、同条に次の１号を加える。 

(37)地域会館 

（池田市立多世代交流センター条例の一部改正） 

７ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

附則第５項のうち議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占

的な利用に関する条例第２条に１号を加える改正規定中「(39)」を「(38)」

に改める。 

附則第６項のうち池田市暴力団の排除に関する条例別表中２３の項を２４

の項とし、４の項から２２の項までを１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次の

ように加える改正規定中「２３の項を２４の項」を「２２の項を２３の項」

に、「２２の項まで」を「２１の項まで」に改める。 

 （共同利用施設条例の一部改正） 

８ 共同利用施設条例（昭和４４年池田市条例第１８号）の一部を次のように
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改正する。 

  第１条第２項の表を次のように改める。 

   

 

 

 

 

 

 第４条中「（共同利用施設池田市立脇塚会館及び共同利用施設池田市立桃

園南会館（以下「直営施設」という。）を除く。）」を削る。 

 第５条中「（直営施設にあっては、市長。第１０条及び第１１条において

同じ。）」を削る。 

 第１０条中「共同利用施設」の次に「（共同利用施設池田市立神田会館及

び共同利用施設池田市立豊島南会館の学習室を除く。）」を加える。 

 （共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例の一部改正） 

９ 共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例（昭和６０年池田市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

  共同利用施設目的外使用料 

  

 

 

 

 

 

名称 所在地 

共同利用施設池田市立北神田会館 池田市神田２丁目２１番２８号 

共同利用施設池田市立神田会館 池田市神田３丁目５番１６号 

共同利用施設池田市立河原島会館 池田市神田３丁目５番２１号 

共同利用施設池田市立中之嶋会館 池田市神田３丁目８番１２号 

共同利用施設池田市立豊島南会館 池田市豊島南１丁目８番５号 

時間区分 

施設名及び室名 

午前①・午前② 午後①・午後②・

午後③・午後④ 

共同利用施設

池田市立北神

田会館、共同

利用施設池田

市立河原島会

館及び共同利

小会議室 ３００円 ４５０円 

休養室 ３５０円 ４５０円 
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備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者が市民（池田市みんなでつくるまちの基本条例（平成１７年

池田市条例第２１号）第２条第２号に規定する市民をいう。以下同

じ。）以外のものの場合（備考４に規定する場合を除く。）の使用料

の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

   ３ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考４に規定する

場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額とする。 

４ 使用者が市民以外のものの場合で、入場料その他これに類する対価

用施設池田市

立中之嶋会館 

   

共同利用施設

池田市立神田

会館 

保育室 ４００円 ５５０円 

大集会室 ８００円 １，０５０円 

大集会室（半

分） 

４００円 ５２５円 

休養室 ５００円 ７００円 

共同利用施設

池田市立豊島

南会館 

保育室 ４００円 ５５０円 

大集会室 １，２００円 １，６００円 

大集会室（半

分） 

６００円 ８００円 

小会議室 ３００円 ４５０円 

休養室 ５００円 ７００円 

料理実習室 ３００円 ４００円 
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を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額とする。 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

１０ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表５の項中「池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条

例第２７号）」を「池田市地域会館条例（令和８年池田市条例第  号）」

に改め、同表中２２の項を削り、２３の項を２２の項とする。 

別表第１（第５条、第１１条関係） 

会館（池田市立池田駅前北会館、池田市立池田駅前南会館、池田市立石橋会

館、池田市立伏尾台西会館及び池田市立伏尾台中央会館を除く。）の使用料の

料金区分 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名 

 

会館名 

保育室 大集会室 
大集会室

（半分） 
小集会室 休養室 

料理実習

室    

池田市立上池田会館 ア ウ オ キ コ サ 

池田市立城南会館 ア ウ オ キ コ ― 

池田市立桃園会館 イ エ カ ― ケ シ 

池田市立桃園南会館 ア ― ― ― ケ ― 

池田市立姫室・室町会館 イ エ カ ― コ シ 

池田市立呉服会館 イ ウ オ ク ケ シ 

池田市立宇保会館 ア エ カ ― コ シ 

池田市立神田北会館 ア エ カ ク ケ ― 

池田市立脇塚会館 ア ウ オ ― ケ シ 

池田市立早苗の森会館 ア エ カ ― コ シ 

池田市立宮之原会館 ― ― ― ク ケ ― 

池田市立住吉会館 ア エ カ キ コ シ 

池田市立空港会館 イ エ カ ― コ サ 

池田市立豊島北会館 イ ウ オ キ ケ ― 

池田市立石橋北会館 ア エ カ ― ケ シ 

池田市立井口堂北会館 ア ウ オ キ ケ サ 

池田市立鉢塚会館 ア エ カ ― ケ シ 
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備考 上表に掲げる使用料の料金区分に適用する使用料の額については、付

表に定めるとおりとする。 

付表 

 料金区分に係る使用料の額 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

時間区分 

施設名及び料金区分 

午前①・午前② 午後①・午後②・

午後③・午後④ 

保育室 ア ２５０円 ３５０円 

イ ４００円 ５５０円 

大集会室 ウ ８００円 １，０５０円 

エ １，２００円 １，６００円 

大集会室（半分） オ ４００円 ５２５円 

カ ６００円 ８００円 

小集会室 キ ２００円 ３００円 

ク ３００円 ４５０円 

休養室 ケ ３５０円 ４５０円 

コ ５００円 ７００円 

料理実習室 サ ３００円 ４００円 

シ ４５０円 ６００円 

池田市立秦野会館 イ ウ オ キ ケ ― 

池田市立荘園会館 ア ウ オ ― ケ ― 

池田市立渋谷会館 イ エ カ ― ケ シ 

池田市立五月丘会館 ア エ カ ― ケ シ 

池田市立南畑会館 ア ウ オ キ コ シ 
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(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者が市民（池田市みんなでつくるまちの基本条例（平成１７年

池田市条例第２１号）第２条第２号に規定する市民をいう。以下同

じ。）以外のものの場合（備考４に規定する場合を除く。）の使用料

の額は、上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

   ３ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考４に規定する

場合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額とする。 

４ 使用者が市民以外のものの場合で、入場料その他これに類する対価

を徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額とする。 

別表第２（第５条、第１１条関係） 

 池田市立池田駅前北会館及び池田市立池田駅前南会館の使用料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 別表第１付表備考の規定は、この表についても適用する。 

時間区分 

会館名及び施設名 

午前①・午前② 午後①・午後②・

午後③・午後④ 

池田市立池田駅

前北会館 

１号室 ４５０円 ５５０円 

２号室 ５５０円 ７５０円 

３号室 ６００円 ８５０円 

４号室 ７００円 ９５０円 

５号室 １，５００円 ２，０００円 

５号室（半分） ７５０円 １，０００円 

池田市立池田駅

前南会館 

１号室 ６００円 ８００円 

２号室 ６５０円 ８５０円 

３号室 ４５０円 ６００円 

４号室 ２，１００円 ２，８５０円 

４号室（半分） １，０５０円 １，４２５円 
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別表第３（第５条、第１１条関係） 

 池田市立石橋会館の使用料 

  

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後５時から午後７時まで 

(6) 午後④ 午後７時から午後９時まで 

２ 別表第１付表備考第２項から第４項までの規定は、この表についても

適用する。 

別表第４（第５条、第１１条関係） 

 池田市立伏尾台西会館及び池田市立伏尾台中央会館の使用料 

  

 

 

 

 

時間区分 

施設名 

午前①・午前② 午後①・午後②・午後

③・午後④ 

和室 ６００円 ８００円 

大集会室 １，２００円 １，６００円 

大集会室（半分） ６００円 ８００円 

小集会室 ３００円 ４００円 

多目的ホール ６００円 ８００円 

調理室 ４５０円 ６００円 

時間区分 

会館名及び施設名 

午前①・午前② 午後①・午後②・

午後③・午後④ 

池田市立伏尾

台西会館 

集会室 ６００円 ８００円 

会議室 ３００円 ４００円 

和室 ３００円 ４００円 

池田市立伏尾 文庫室・会議室 ３５０円 ５００円 
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備考 別表第１付表備考の規定は、この表についても適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台中央会館 和室１ １５０円 ２００円 

和室２ ２００円 ３００円 

小会議室 １５０円 ２００円 

大集会室 １，０００円 １，３００円 

大集会室（半分） ５００円 ６５０円 

料理実習室 ３５０円 ５００円 
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議案第４１号  説  明 

 

池田市地域会館条例の制定について 

 

１ 地域におけるコミュニティの活動及び交流の促進を図り、まちづくりのに

ぎわいを創出し、もって暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の

実現に寄与するため、本市に池田市地域会館（以下「会館」という。）を設

置するものであること。 

（第１条関係） 

２ 会館の名称及び位置について定めるものであること。 

（第２条関係） 

３ 会館の開館時間及び休館日について定めるものであること。 

（第３条関係） 

４ 一部の会館を除く会館の管理は、指定管理者に行わせることとするもので

あること。 

（第４条関係） 

５ 指定管理者が行う業務について定めるものであること。 

（第５条関係） 

６ 指定管理者の指定の申請の手続について定めるものであること。 

（第６条関係） 

７ 指定管理者の指定の手続について定めるものであること。 

（第７条関係） 

８ 指定管理者の指定の取消し等を行った場合において、市は賠償の責めを負

わないことを定めるものであること。 

（第８条関係） 

９ 会館の施設（以下「施設」という。）における使用の許可について定める
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ものであること。 

（第９条関係） 

１０ 施設の使用の制限について定めるものであること。 

（第１０条関係） 

１１ 施設の使用に係る使用料について定めるものであること。 

（第１１条関係） 

１２ 施設の使用に係る使用料の不還付について定めるものであること。 

（第１２条関係） 

１３ 施設の使用の許可の取消し等について定めるものであること。 

（第１３条関係） 

１４ 施設の使用の権利の譲渡等の禁止について定めるものであること。 

（第１４条関係） 

１５ 施設の使用に係る特別の設備の設置等について定めるものであること。 

（第１５条関係） 

１６ 施設の使用を終了した際の原状回復の義務について定めるものであるこ

と。 

（第１６条関係） 

１７ 建物、附属設備又は備品の毀損等をした場合における損害賠償の義務に

ついて定めるものであること。 

（第１７条関係） 

１８ 指定管理者による管理の対象外の会館についての準用規定を定めるもの

であること。 

（第１８条関係） 

１９ この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定めることとするものであること。 

（第１９条関係） 
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２０ この条例は、令和９年４月１日から施行するものであること。また、関

係条例の規定を整備するほか、準備行為に係る規定を設け、公布の日から施

行するものであること。 

（附則関係） 

２１ 施設の使用に係る使用料の額について定めるものであること。 

（別表第１から別表第４まで関係） 
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議案第４１号  参  考 

池田市地域会館条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関

する条例 

第１条 （略） 

（議決すべき公の施設の利用） 

第２条 次に掲げる重要な公の施設について、１年を超える期間にわたる独占

的な利用をさせるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第９６条第１項第１１号の規定により、議会の議決を経な

ければならない。 

(1)～(20) （略） 

(21)コミュニティセンター 

 (22)～(34) （略） 

 (35)石橋会館 

 (36)～(38) （略） 

 

第３条 （略） 

２ 池田市立多世代交流センター条例 

本則 （略） 

１ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関

する条例 

第１条 （略） 

（議決すべき公の施設の利用） 

第２条 次に掲げる重要な公の施設について、１年を超える期間にわたる独占

的な利用をさせるときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第９６条第１項第１１号の規定により、議会の議決を経な

ければならない。 

(1)～(20) （略） 

 

(21)～(33) （略） 

 

(34)～(36) （略） 

(37)地域会館 

第３条 （略） 

２ 池田市立多世代交流センター条例 

本則 （略） 

-
 
3
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

   附 則 

１～４ （略） 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例の一部改正） 

５ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(39)多世代交流センター 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

６ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表中２３の項を２４の項とし、４の項から２２の項までを１項ずつ繰り

下げ、３の項の次に次のように加える。 

   

別表第１・別表第２ （略） 

３ 共同利用施設条例 

 （設置） 

第１条 （略） 

２ 共同利用施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 

   附 則 

１～４ （略） 

（議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例の一部改正） 

５ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する

条例（昭和３９年池田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(38)多世代交流センター 

（池田市暴力団の排除に関する条例の一部改正） 

６ 池田市暴力団の排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表中２２の項を２３の項とし、４の項から２１の項までを１項ずつ繰り

下げ、３の項の次に次のように加える。 

 

別表第１・別表第２ （略） 

３ 共同利用施設条例 

（設置） 

第１条 （略） 

２ 共同利用施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 

４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第２号） ４ 池田市立多世代交流センター条例（令和８年池田市条例第２号） 

名称 所在地 名称 所在地 

-
 
3
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同利用施設池田市立北神田会館 池田市神田２丁目２１番２８号 

共同利用施設池田市立神田会館 池田市神田３丁目５番１６号 

共同利用施設池田市立河原島会館 池田市神田３丁目５番２１号 

共同利用施設池田市立中之嶋会館 池田市神田３丁目８番１２号 

共同利用施設池田市立豊島南会館 池田市豊島南１丁目８番５号 

 

共同利用施設池田市立神田会館 池田市神田３丁目５番１６号 

共同利用施設池田市立豊島南会館 池田市豊島南１丁目８番５号 

共同利用施設池田市立住吉会館 池田市住吉２丁目３番２４号 

共同利用施設池田市立呉服会館 池田市呉服町１１番１号 

共同利用施設池田市立秦野会館 池田市旭丘１丁目９番Ｇ―１０

１号 

共同利用施設池田市立豊島北会館 池田市豊島北１丁目７番１７号 

共同利用施設池田市立早苗の森会館 池田市神田４丁目７番２号 

共同利用施設池田市立井口堂北会館 池田市井口堂１丁目６番４号 

共同利用施設池田市立神田北会館 池田市神田１丁目２８番２７号 

共同利用施設池田市立宇保会館 池田市宇保町５番１７号 

共同利用施設池田市立城南会館 池田市城南１丁目８番２２号 

共同利用施設池田市立空港会館 池田市空港１丁目１１番４号 

共同利用施設池田市立鉢塚会館 池田市鉢塚２丁目８番５号 

共同利用施設池田市立五月丘会館 池田市五月丘２丁目４番１号 

共同利用施設池田市立脇塚会館 池田市神田２丁目１８番３２号 

共同利用施設池田市立桃園会館 池田市桃園１丁目９番１２号 

共同利用施設池田市立上池田会館 池田市上池田１丁目９番１９号 

共同利用施設池田市立渋谷会館 池田市渋谷３丁目３番１８号 

共同利用施設池田市立桃園南会館 池田市桃園２丁目２番５号 

-
 
3
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条・第３条 （略） 

 （指定管理者による管理） 

第４条 共同利用施設（共同利用施設池田市立脇塚会館及び共同利用施設池田

市立桃園南会館（以下「直営施設」という。）を除く。）の管理は、法人そ

の他の団体であって地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第３項の規定に基づき、池田市が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせる。 

 （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者（直営施設にあっては、市長。第１０条及び第１１条にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条・第３条 （略） 

 （指定管理者による管理） 

第４条 共同利用施設の管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項の規定に

基づき、池田市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

る。 

 

 （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、共同利用施設の使用の許可及び管理運営に関する業務

共同利用施設池田市立南畑会館 池田市畑１丁目７番４号 

共同利用施設池田市立荘園会館 池田市荘園１丁目７番１３号 

共同利用施設池田市立石橋北会館 池田市石橋２丁目４番１６号 

共同利用施設池田市立宮之原会館 池田市神田４丁目１０番１０号 

共同利用施設池田市立中之嶋会館 池田市神田３丁目８番１２号 

共同利用施設池田市立河原島会館 池田市神田３丁目５番２１号 

共同利用施設池田市立姫室・室町会館 池田市姫室町３番１号 

共同利用施設池田市立池田駅前北会館 池田市菅原町３番１―３０５号 

共同利用施設池田市立北神田会館 池田市神田２丁目２１番２８号 

共同利用施設池田市立池田駅前南会館 池田市呉服町１番１―２１１号 

 

-
 
3
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

いて同じ。）は、共同利用施設の使用の許可及び管理運営に関する業務を行

うものとする。 

第６条～第９条 （略） 

（使用の許可） 

第１０条 共同利用施設を使用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に

申請して許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする

ときも同様とする。 

 

第１１条・第１２条 （略） 

４ 共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 (1) 共同利用施設目的外使用料（池田駅前北会館・池田駅前南会館を除く） 

 

 

 

 

 

 

を行うものとする。 

 

第６条～第９条 （略） 

 （使用の許可） 

第１０条 共同利用施設（共同利用施設池田市立神田会館及び共同利用施設池

田市立豊島南会館の学習室を除く。）を使用しようとするものは、あらかじ

め指定管理者に申請して許可を受けなければならない。許可された事項を変

更しようとするときも同様とする。 

第１１条・第１２条 （略） 

４ 共同利用施設の目的外使用に関する使用料条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 共同利用施設目的外使用料 

 

 

 

 

 

 

使用料及び使用時間帯 

 

 

 

 

室名及び基準面積 

使用料（円） 

午前 午後 夜間 

9時～

10時3

0分 

10時3

0分～

12時 

1時～

3時 

3時～

5時 

6時～

8時 

8時～

10時 

保育室 35㎡未満 250 250 350 350 350 350 

35㎡以上 400 400 550 550 550 550 

時間区分 

施設名及び室名 

午前①・午前② 午後①・午後②・

午後③・午後④ 

共同利用施設池田

市立北神田会館、

共同利用施設池田

市立河原島会館及

小会議室 ３００円 ４５０円 

-
 
3
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 共同利用施設目的外使用料（池田駅前北会館・池田駅前南会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

  １ 時間区分は、次のとおりとする。 

(1) 午前① 午前９時から午前１０時３０分まで 

(2) 午前② 午前１０時３０分から正午まで 

(3) 午後① 午後１時から午後３時まで 

(4) 午後② 午後３時から午後５時まで 

(5) 午後③ 午後６時から午後８時まで 

使用料及び使用時間帯 

 

 

 

施設名及び室名 

使用料（円） 

午前 午後 夜間 

9時～

10時3

0分 

10時3

0分～

12時 

1時～

3時 

3時～

5時 

6時～

8時 

8時～

10時 

池田駅前北

会館  

１号室 450 450 550 550 550 550 

２号室 550 550 750 750 750 750 

３号室 600 600 850 850 850 850 

４号室 700 700 950 950 950 950 

５号室 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 

大集会室 105㎡未満 800 800 1,050 1,050 1,050 1,050 

105㎡以上 1,200 1,200 1,600 1,600 1,600 1,600 

小集会室

（会議室

含む） 

30㎡未満 200 200 300 300 300 300 

30㎡以上 300 300 450 450 450 450 

休養室 45㎡未満 350 350 450 450 450 450 

45㎡以上 500 500 700 700 700 700 

料理実習

室 

40㎡未満 300 300 400 400 400 400 

40㎡以上 450 450 600 600 600 600 

備考 

 １ 市外居住者が使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の５割を加

算する。 

 ２ 大集会室を２分の１に区分して使用するときは、当該基本料金の半額と

する。 

び共同利用施設池

田市立中之嶋会館 

休養室 ３５０円 ４５０円 

共同利用施設池田

市立神田会館 

保育室 ４００円 ５５０円 

大集会室 ８００円 １，０５０円 

大集会室（半分） ４００円 ５２５円 

休養室 ５００円 ７００円 

共同利用施設池田

市立豊島南会館 

保育室 ４００円 ５５０円 

大集会室 １，２００円 １，６００円 

大集会室（半分） ６００円 ８００円 

小会議室 ３００円 ４５０円 

休養室 ５００円 ７００円 

料理実習室 ３００円 ４００円 

-
 
3
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 池田市暴力団の排除に関する条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 午後④ 午後８時から午後１０時まで 

２ 使用者が市民（池田市みんなでつくるまちの基本条例（平成１７年池

田市条例第２１号）第２条第２号に規定する市民をいう。以下同じ。）

以外のものの場合（備考４に規定する場合を除く。）の使用料の額は、

上表に掲げる額の１．５倍の額とする。 

  ３ 入場料その他これに類する対価を徴収する場合（備考４に規定する場

合を除く。）の使用料の額は、上表に掲げる額の２倍の額とする。 

  ４ 使用者が市民以外のものの場合で、入場料その他これに類する対価を

徴収するときの使用料の額は、上表に掲げる額の３倍の額とする。 

５ 池田市暴力団の排除に関する条例 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 件名 

１～４ （略） 

５ 池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条例第

２７号） 

６～２１ （略） 

２２ 池田市立石橋会館条例（平成３０年池田市条例第３９号） 

２３ （略） 

 

 件名 

１～４ （略） 

５ 池田市地域会館条例（令和８年池田市条例第  号） 

 

６～２１ （略） 

 

２２ （略） 

 

池田駅前南

会館 

１号室 600 600 800 800 800 800 

２号室 650 650 850 850 850 850 

３号室 450 450 600 600 600 600 

４号室 2,100 2,100 2,850 2,850 2,850 2,850 

備考 

 １ 市外居住者が使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の５割を

加算する。 

 ２ 池田駅前北会館５号室及び池田駅前南会館４号室を２分の１に区分し

て使用するときは、当該基本料金の半額とする。 

 

-
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議案第４２号 

 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定 

こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部改正 

について 

 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

理  由 

本市の職員以外の地方公務員等から引き続いて本市の職員又は幼稚園型認

定こども園の教育職員となった者に係る退職手当の算定の基礎となる在職期

間の計算方法について見直すため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項中「要する職員（」の次に「当該職員であって、池田市一般

職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９号）第３７条の

２第１項に規定する府費負担教職員等であるもの及び」を加え、「次項にお

いて」を「以下これらを」に改める。 

第８条の５第２項中「（昭和３２年池田市条例第１９号）」を削る。 

第９条第５項中「として引き続いた」を「としての引き続いた」に改め、

「総称する。）が」の次に「、本市の業務の必要上、本市と職員以外の地方

公務員等が在職する団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流によ

り、又は教育職員であって」を加える。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部

改正） 

第２条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例

（令和２年池田市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第４項中「地方公務員が」の次に「、本市の業務の必要上、本市

と職員以外の地方公務員が在職する団体との相互了解の下に行われる計画的

な人事交流により、又は職員以外の職員の退職手当に関する条例（昭和３８

年池田市条例第１８号）第２条第１項に規定する教育職員若しくは同項に規

定する職員であって」を加える。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」

という。）第９条第５項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に新条例第２条第１項に規定する職員となった者の在職期間に

ついて適用し、施行日前に第１条の規定による改正前の職員の退職手当に関

する条例第２条第１項に規定する職員であって、引き続き新条例第２条第１

項に規定する職員であるものの在職期間については、なお従前の例による。 
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議案第４２号  説  明 

 

 職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定 

こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部改正 

について 

 

１ 職員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）の一部改

正〔第１条関係〕 

 (1) 教育職員の定義に常時勤務に服する池田市立学校の教職員を加えるもの

であること。 

（第２条関係） 

 (2) 職員以外の地方公務員又は国家公務員（以下「職員以外の地方公務員等」

という。）が引き続いて職員となったときに退職手当の算定の基礎となる

在職期間に前歴の在職期間を含めることについて、職員以外の地方公務員

等が、本市の業務の必要上、本市と職員以外の地方公務員等が在職する団

体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、又は教育職員で

あって引き続いて職員となったときに限ることとするものであること。 

（第９条関係） 

２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令和

２年池田市条例第３１号）の一部改正〔第２条関係〕 

職員以外の地方公務員が引き続いて職員となったときに退職手当の算定の

基礎となる在職期間に前歴の在職期間を含めることについて、職員以外の地

方公務員が、本市の業務の必要上、本市と職員以外の地方公務員が在職する

団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、又は１(1)の教

職員若しくは１(2)の職員が引き続いて職員となったときに限ることとする

ものであること。 
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（第１５条関係） 

３ この条例は、令和９年４月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第４２号  参  考 

職員の退職手当に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

 （退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職

員（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例（令

和２年池田市条例第３１号）第１条に規定する職員（次項において「教育職

員」という。）を除く。以下「職員」という。）が退職した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

 

 

２ （略） 

第３条～第８条の４ （略） 

 （一般の退職手当の額に係る特例） 

第８条の５ （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭

和３２年池田市条例第１９号）の規定による給料表が適用される職員につい

ては、給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額と

  １ 職員の退職手当に関する条例 

第１条 （略） 

 （退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職

員（当該職員であって、池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２

年池田市条例第１９号）第３７条の２第１項に規定する府費負担教職員等で

あるもの及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する

条例（令和２年池田市条例第３１号）第１条に規定する職員（以下これらを

「教育職員」という。）を除く。以下「職員」という。）が退職した場合

に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

２ （略） 

第３条～第８条の４ （略） 

 （一般の退職手当の額に係る特例） 

第８条の５ （略） 

２ 前項の「基本給月額」とは、池田市一般職の職員の給与に関する条例の規

定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当並びにこれ

らに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基

-
 
4
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

し、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とす

る。 

 （勤続期間の計算） 

第９条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員として引き続いた在職期間には、職員以外の地方公

務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」と総称する。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合

において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算す

るものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当

する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期

間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共

団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２項

本給月額に準じて規則で定める額とする。 

 

 （勤続期間の計算） 

第９条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方

公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２

号）第２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務

員等」と総称する。）が、本市の業務の必要上、本市と職員以外の地方公務

員等が在職する団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、

又は教育職員であって引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合

において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算す

るものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当

する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期

間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共

団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法

-
 
4
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-



        改        正        前         改        正        後 

又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に定

められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の

給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとする。 

 

 

 (1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

第１０条～第２４条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１４条 （略） 

 （勤続期間の計算） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方

公務員が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務

員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その

者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間については、前３項

人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第４８条第２項

又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に定

められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の

給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとする。 

 (1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

第１０条～第２４条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の退職手当に関する条例 

第１条～第１４条 （略） 

 （勤続期間の計算） 

第１５条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方

公務員が、本市の業務の必要上、本市と職員以外の地方公務員が在職する団

体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、又は職員以外の職

員の退職手当に関する条例（昭和３８年池田市条例第１８号）第２条第１項

-
 
4
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

の規定を準用して計算するほか、職員が第２６条の規定により退職手当を支

給されないで職員以外の地方公務員となり、引き続いて職員以外の地方公務

員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員とし

ての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続い

た在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き

続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例

の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与

の計算の基礎となった在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間

がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定

められていない場合においては、当該給与の額を退職日給料月額で除して得

た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる。）に相当する月数）は、その者の職員としての引き続いた在職期間

には含まないものとする。 

 

 

 

 

５～７ （略） 

第１６条～第２７条 （略） 

に規定する教育職員若しくは同項に規定する職員であって引き続いて職員と

なったときにおけるその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員

としての引き続いた在職期間については、前３項の規定を準用して計算する

ほか、職員が第２６条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地

方公務員となり、引き続いて職員以外の地方公務員として在職した後引き続

いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の

始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期

間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相

当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職

期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公

共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合におい

ては、当該給与の額を退職日給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数

（１未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月

数）は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとす

る。 

５～７ （略） 

第１６条～第２７条 （略） 
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議案第４３号 

 

 

池田市指定管理者による公の施設の管理に 

関する条例の一部改正について 

 

 

 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

今後の公の施設の再整備を見据え、公の施設の安定的かつ継続的な管理を

図るべく、当該公の施設の機能、特性、状況等を踏まえて公募によらずに指

定管理者の指定を行うことを可能とするため、本条例の一部を改正するもの

である。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部を改正する

条例（案） 

 

池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１８年池田市条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「該当する場合」を「該当するとき」に改め、同項第１号中

「当該」を「候補とする団体が当該」に、「が指定管理者となる場合」を「で

あるとき。」に改め、同項第２号中「に定める手続き」を「の規定による手続」

に、「決定されなかった場合」を「指定されなかったとき。」に改め、同号を

同項第５号とし、同項第１号の次に次の３号を加える。 

(2) 管理の業務の専門性、特殊性等を勘案し、特定の団体に当該管理の業務

を行わせることが適当と認めるとき。 

(3) 当該公の施設について、廃止、大規模な改修等を決定した場合（直近の

指定の期間の末日から５年（当該期間に相当する年数が５年に満たないと

きは、当該年数）を超えない日までに廃止、大規模な改修等を行う場合に

限る。）であって、現に当該公の施設の指定管理者である団体に引き続き

当該公の施設の管理を行わせようとするとき。 

(4) 緊急やむを得ない事由により、公募による指定管理者の選定を行う時間

的余裕がないとき。 

第６条第２項中「場合に」を「規定による指定について」に改め、同項に後

段として次のように加える。 

  この場合において、同条第２項中「公募に応じようとする団体（以下「応

募団体」という。）」とあるのは「候補とする団体」と、同条第３項中「応

募団体」とあるのは「候補とする団体」と読み替えるものとする。 
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第９条第１項中「、毎年度の開始前（管理の業務が年度の途中から開始され

る場合にあっては、管理の業務の開始前。第１３条第２項第２号において同

じ。）に」を削り、「基づき」の次に「、毎年度」を加える。 

第１３条第２項第２号中「年度の開始前に」を削り、同項第３号中「第１０

条」を「第１０条第１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４３号  説  明 

 

池田市指定管理者による公の施設の管理に 

関する条例の一部改正について 

 

１ 公募によらずに指定管理者の指定をすることができる場合として、次の要

件を加えるとともに、当該指定をする場合に準用する手続に関する読替規定

を加えるものであること。 

(1) 管理の業務の専門性、特殊性等を勘案し、特定の団体に当該管理の業務

を行わせることが適当と認めるとき。 

(2) 当該公の施設について、廃止、大規模な改修等を決定した場合（直近の

指定の期間の末日から５年（当該期間に相当する年数が５年に満たないと

きは、当該年数）を超えない日までに廃止、大規模な改修等を行う場合に

限る。）であって、現に当該公の施設の指定管理者である団体に引き続き

当該公の施設の管理を行わせようとするとき。 

(3) 緊急やむを得ない事由により、公募による指定管理者の選定を行う時間

的余裕がないとき。 

（第６条関係） 

２ 年度協定の締結等について、所要の整備を行うものであること。 

（第９条及び第１３条関係） 

３ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

 （改正条例附則関係） 
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議案第４３号  参  考 

池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第５条 （略） 

（公募によらない指定） 

第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市

は、候補とする団体との協議により、当該団体を指定管理者に指定すること

ができる。 

(1) 当該公の施設を通じて提供されるサービスの主たる対象となる住民で構

成される団体が指定管理者となる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前条に定める手続きの結果、指定管理者が決定されなかった場合 

第１条～第５条 （略） 

（公募によらない指定） 

第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市

は、候補とする団体との協議により、当該団体を指定管理者に指定すること

ができる。 

(1) 候補とする団体が当該公の施設を通じて提供されるサービスの主たる対

象となる住民で構成される団体であるとき。 

(2) 管理の業務の専門性、特殊性等を勘案し、特定の団体に当該管理の業務

を行わせることが適当と認めるとき。 

(3) 当該公の施設について、廃止、大規模な改修等を決定した場合（直近の

指定の期間の末日から５年（当該期間に相当する年数が５年に満たないと

きは、当該年数）を超えない日までに廃止、大規模な改修等を行う場合に

限る。）であって、現に当該公の施設の指定管理者である団体に引き続き

当該公の施設の管理を行わせようとするとき。 

(4) 緊急やむを得ない事由により、公募による指定管理者の選定を行う時間

的余裕がないとき。 

(5) 前条の規定による手続の結果、指定管理者が指定されなかったとき。 

-
 
5
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

 

 

第７条・第８条 （略） 

（年度協定等） 

第９条 指定管理者は、毎年度の開始前（管理の業務が年度の途中から開始さ

れる場合にあっては、管理の業務の開始前。第１３条第２項第２号において

同じ。）に、事業計画に基づき、当該年度における管理の業務の実施に関す

る協定（以下「年度協定」という。）を市長と締結しなければならない。締

結した年度協定を変更しようとするときも同様とする。 

２～４ （略） 

第１０条～第１２条 （略） 

（指定の取消し等） 

第１３条 （略） 

２ 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。 

(1) （略）  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による指定について準用す

る。この場合において、同条第２項中「公募に応じようとする団体（以下

「応募団体」という。）」とあるのは「候補とする団体」と、同条第３項中

「応募団体」とあるのは「候補とする団体」と読み替えるものとする。 

第７条・第８条 （略） 

（年度協定等） 

第９条 指定管理者は、事業計画に基づき、毎年度、当該年度における管理の

業務の実施に関する協定（以下「年度協定」という。）を市長と締結しなけ

ればならない。締結した年度協定を変更しようとするときも同様とする。 

 

 

２～４ （略） 

第１０条～第１２条 （略） 

（指定の取消し等） 

第１３条 （略） 

２ 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。 

(1) （略）  

-
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        改        正        前         改        正        後 

(2) 年度の開始前に年度協定を締結できる見込みがないと認められるとき。 

(3) 第１０条の規定に違反したとき。 

(4)～(8) （略）  

３～７ （略） 

第１４条・第１５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 年度協定を締結できる見込みがないと認められるとき。 

(3) 第１０条第１項の規定に違反したとき。 

(4)～(8) （略）  

３～７ （略） 

第１４条・第１５条 （略） 
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議案第４４号 

 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を 

改正する条例の一部改正について 

 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

池田市立幼稚園型認定こども園における特定乳児等通園支援事業の利用料

について、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づ

く生活困窮家庭等負担軽減加算を反映した金額とするため、本条例の一部を

改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例（案） 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例（令和８年池田市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 
 

                         「 

別表第２を改め、同表の次に１表を加える改正規定中 

 
 

            「 

           を                   に改める。 

          」                    」 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

ごとに６０円 

ごとに９０円 

１時間までごとに１００円 

１時間まで 

１時間まで 
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議案第４４号  説  明 

 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を 

改正する条例の一部改正について 

 

１ 市町村民税が課されない世帯（生活保護を受けている世帯を除く。）及び

市町村民税の所得割を合算した額が７７，１０１円未満の世帯について、特

定乳児等通園支援事業の利用料の額を１時間までごとに１００円とするもの

であること。 

（別表第２を改め、同表の次に１表を加える改正規定関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第４４号  参  考 

池田市立幼稚園型認定こども園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

（前略） 

別表第２中「第１０条」を「第１１条」に改め、同表の次に次の１表を加え

る。 

別表第３（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法の規定による保護

（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯をいう。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法第２９５条第１項（第１号を除く。）又は第３項の規定

（前略） 

別表第２中「第１０条」を「第１１条」に改め、同表の次に次の１表を加え

る。 

別表第３（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法の規定による保護

（単給の場合を含む。）を受けている者が属する世帯をいう。 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、その属する者のいず

れもが地方税法第２９５条第１項（第１号を除く。）又は第３項の規定

幼児の保護者の属する世帯の階層区分 特定乳児等通園支援事業利用料の額 

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯 ０円 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 １時間までごとに６０円 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７，

１０１円未満の世帯（Ｂの階層区

分に該当する世帯を除く。） 

１時間までごとに９０円 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分

にも該当しない世帯 

１時間までごとに３００円 

幼児の保護者の属する世帯の階層区分 特定乳児等通園支援事業利用料の額 

階層区分 世帯区分 

Ａ 生活保護世帯 ０円 

Ｂ 市町村民税非課税世帯 １時間までごとに１００円 

Ｃ 市町村民税所得割合算額が７７，

１０１円未満の世帯（Ｂの階層区

分に該当する世帯を除く。） 

Ｄ Ａ、Ｂ又はＣのいずれの階層区分

にも該当しない世帯 

１時間までごとに３００円 

-
 
5
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

により当該年度（４月から８月までの間における利用の場合は、当該年

度の前年度）の市町村民税（特別区民税を含む。次項において同じ。）

が課されない世帯（生活保護世帯を除く。）をいう。 

３ この表において「市町村民税所得割合算額」とは、その世帯に属する

者の市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の

額を合算した額をいう。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により当該年度（４月から８月までの間における利用の場合は、当該年

度の前年度）の市町村民税（特別区民税を含む。次項において同じ。）

が課されない世帯（生活保護世帯を除く。）をいう。 

３ この表において「市町村民税所得割合算額」とは、その世帯に属する

者の市町村民税の地方税法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の

額を合算した額をいう。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
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議案第４５号 

 

 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部改正について 

 

 

 池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  北部大阪都市計画用途地域の変更により市域において新たに準住居地域が

定められたことを踏まえ、ラブホテルの建築を禁止する区域に準住居地域を

追加するため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市ラブホテル建築規制条例（昭和５８年池田市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第１号中「第二種住居地域」の次に「、準住居地域」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４５号  説  明 

 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部改正について 

 

１ 準住居地域においてラブホテルを建築してはならないこととするものであ

ること。 

（第５条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第４５号  参  考 

池田市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第４条 （略） 

 （建築禁止） 

第５条 市内の次に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）においては、ラ

ブホテルを建築してはならない。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣

商業地域、準工業地域及び工業地域 

 (2)・(3) （略） 

第６条～第１４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第４条 （略） 

 （建築禁止） 

第５条 市内の次に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）においては、ラ

ブホテルを建築してはならない。 

 (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地

域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域 

 (2)・(3) （略） 

第６条～第１４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
6
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-



議案第４６号 

 

 

共同利用施設条例の一部改正について 

 

 

共同利用施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  共同利用施設池田市立旭丘会館及び共同利用施設池田市立花園会館を廃止

するため、本条例の一部を改正するものである。 

 

 

 

 

- 62 -



池田市条例第  号 

 

共同利用施設条例の一部を改正する条例（案） 

 

共同利用施設条例（昭和４４年池田市条例第１８号）の一部を次のように改

正する。 

第１条第２項中「前項の施設」を「共同利用施設」に改め、同項の表共同利

用施設池田市立旭丘会館の項及び共同利用施設池田市立花園会館の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 
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議案第４６号  説  明 

 

共同利用施設条例の一部改正について 

 

１ 共同利用施設池田市立旭丘会館及び共同利用施設池田市立花園会館を廃止

するものであること。 

（第１条関係） 

２ この条例は、令和９年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第４６号  参  考 

共同利用施設条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

 （設置） 

第１条 （略） 

２ 前項の施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

第２条～第１２条 （略） 

 

 

 

 （設置） 

第１条 （略） 

２ 共同利用施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条～第１２条 （略） 

 

 

 
 

名称 所在地 

共同利用施設池田市立神田会館～共同利

用施設池田市立渋谷会館 
（略） 

共同利用施設池田市立旭丘会館 池田市旭丘３丁目７番１３号 

共同利用施設池田市立桃園南会館～共同

利用施設池田市立荘園会館 
（略） 

共同利用施設池田市立花園会館 池田市旭丘１丁目１番１０号 

共同利用施設池田市立石橋北会館～共同

利用施設池田市立池田駅前南会館 
（略） 

名称 所在地 

共同利用施設池田市立神田会館～共同利

用施設池田市立渋谷会館 
（略） 

 

共同利用施設池田市立桃園南会館～共同

利用施設池田市立荘園会館 
（略） 

 

共同利用施設池田市立石橋北会館～共同

利用施設池田市立池田駅前南会館 
（略） 

-
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-



議案第４７号 

  

  

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及び大阪 

広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

  

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、大

阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及び大阪広域水道企業団規約の変

更について関係市町村と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の

議決を求める。 

  

  

令和８年６月４日 提出 

  

  

池田市長 瀧 澤 智 子 

  

   

理  由 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務について泉大津市、箕面市及び門

真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加する変更を行い、並びに当該

変更に伴う大阪広域水道企業団規約の変更を行うものである。 
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大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約（案） 

  

大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可）の一部を

次のように変更する。 

別表第２中「岸和田市」の次に「、泉大津市」を、「富田林市」の次に「、

箕面市」を、「柏原市」の次に「、門真市」を加える。 

附 則 

この規約は、令和９年４月１日から施行する。 
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議案第４７号  説  明 

 

大阪広域水道企業団規約の一部変更について 

 

１ 大阪広域水道企業団の共同処理する事務について、泉大津市、箕面市及び

門真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加するものであること。 

（別表第２関係） 

２ この規約は、令和９年４月１日から施行するものであること。 

（変更規約附則関係） 
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議案第４７号  参  考 

大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約（案）対照表 

        変        更        前         変        更        後 

本則 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本則 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

  

 

岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條

畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、

岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

 

岸和田市、泉大津市、八尾市、富田林市、箕面市、柏原市、門真市、高石

市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢

町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

 

-
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-



議案第４８号 

 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約 

の変更に関する協議について    

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更について関係市町村と協議するため、

同法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年６月４日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

理  由 

医療法等の一部を改正する法律の施行により社会保険診療報酬支払基金の

名称が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に変更されることに伴う大阪府

後期高齢者医療広域連合規約の変更を行うものである。 
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大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約（案） 

 

 大阪府後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１７日大阪府指令市第

３２０５号）の一部を次のように変更する。 

 第１７条第１項第４号を次のように改める。 

 (4) 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構交付金 

附 則 

この規約は、令和８年１０月１日から施行する。 
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議案第４８号  説  明 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

 

１ 大阪府後期高齢者医療広域連合の経費に充てる収入の名称について、社会

保険診療報酬支払基金交付金を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構交付金

に変更するものであること。 

 （第１７条関係） 

２ この規約は、令和８年１０月１日から施行するものであること。 

（変更規約附則関係） 
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議案第４８号  参  考 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約（案）対照表 

        変        更        前         変        更        後 

第１条～第１６条 （略） 

 （広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 社会保険診療報酬支払基金交付金 

 (5) （略） 

２ （略） 

第１８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第１６条 （略） 

 （広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構交付金 

 (5) （略） 

２ （略） 

第１８条 （略） 

 

-
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議案第４９号 

 

動産の取得について 

 

下記のとおり動産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年池田市条例第８号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

記 

１ 種 類         高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車 

２ 数 量         高規格救急自動車 一式 

災害対応特殊救急自動車 一式 

３ 取 得 金 額         金４１，６２４，０００円 

４ 契約の相手方   大阪市西区川口２丁目３－１１ 

           日産大阪販売株式会社 法人営業支援部 

           部長 花岡 雅彦 

 

令和８年６月４日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車を取得したいので、本議

案を提出するものである。 
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議案第４９号  参  考（１） 

 高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車の購入 

契約の目的 契約方法 契約金額 契約の相手方 

 

高規格救急自動車及

び災害対応特殊救急

自動車の購入 

 

指名競争入札  

円 

41,624,000 
 

大阪市西区川口２丁目

３－１１ 

日産大阪販売株式会社 

法人営業支援部 

部長 花岡 雅彦 

・仮 契 約 年 月 日  令和８年５月１１日 

・納 入 期 限  令和９年３月３１日 

・納 入 場 所  池田市八王寺１丁目２番１号 

・入 札 指 名 日  令和８年４月１６日 

 

・入  札  日  令和８年５月１１日 

・予 定 価 格  ４９，６６９，０９１円（消費税抜き） 

・入 札 経 過                   

入札業者名       第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額 

大阪トヨペット㈱ 

 法人営業部 
40,400,000   

◎日産大阪販売㈱ 

法人営業支援部 
37,840,000   

㈱消防防災 大阪営業所 事前辞退   

 ㈱阪和総合防災 

南大阪支店 
事前辞退   

備考（１）◎は落札者 

（２）上記入札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札

価格である。 

 

単位（円） 
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議案第４９号  参  考（２） 

 

売 買 契 約 書 

 

１ 品 名       高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車 

２ 規 格       別紙仕様書のとおり 

３ 数 量       別紙仕様書のとおり 

４ 

契 約 金 額       
    百万   千   円 

  ￥ ４ １ ６ ２ ４ ０ ０ ０ 

うち 取引 に係 る消 費税 

及び 地方 消費 税の 額  

  
 ￥ ３ ７ ８ ４ ０ ０ ０ 

  

５ 契約保証金       免  除 

６ 納 入 場 所       池田市八王寺１丁目２番１号 

７ 納 入 期 限       令和９年３月３１日 

上記物品の売買について、発注者と受注者は次の契約条項によって売買契約を締結する。 

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年５月１１日 

 

 大阪府池田市城南１丁目１番１号 

発注者 池 田 市       

 代 表 者      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 所 在 地      大阪市西区川口２丁目３－１１ 

受注者 商号又は名称 日産大阪販売株式会社 法人営業支援部 

 代表者氏名 部長 花岡 雅彦 
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（総則）

第１条　発注者及び受注者は、この契約書（仕様書及び図面等を含む。）に基づき、日本国の法令を遵守

　し、この売買契約を誠実に履行しなくてはならない。　

２　受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなくてはならな

　い。

３　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の終了、解

　除後も同様とする。　

４　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければなら

　ない。　

５　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。

６　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

７　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合

　を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

８　この契約書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第

　48号）の定めるところによるものとする。　

９　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10　この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在

　地を管轄する裁判所に行うものとする。　

（権利義務の譲渡等の禁止）

第２条  受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の

　目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。　

（監督）

第３条　発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督する

　ことができる。　

（納入方法）

第４条　受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２　物品の品質、形状、寸法等は、すべて仕様書及び図面又は現品見本どおりとしなければならない。

３　受注者は、品名、規格、数量、単価等を記載した納品書を添えて、自己の負担をもって発注者の指定

　する場所に物品を一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認め

　るときは、この限りでない。　　

（納入期限の延長）

第５条  受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により、納入期限内に物品を納入

　することができないときは、その都度遅滞なく事由及び延期日数等を詳記した文書をもって期限延長の 

　申出をすることができる。 

２  前項の申出は、納入期限内にしなければならない。

３  発注者は、第１項の申出を受理した場合において、内容を検討し正当であると認めたときは、納入期

　限を延長することができる。 

（検査）

第６条　発注者は、納品日から10日以内に検査を行うものとする。

２　受注者は、前項の検査に立会うものとし、立会わないときは検査の結果について異議を申し立てるこ

　とができない。　

３　第１項の検査に要する費用及び検査のために変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は

　補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。　

４　発注者は、納入した物品の全部又は一部が第１項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者

　に物品の取替又は改善を請求することができる。　

５　発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
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（所有権）

第７条　物品の所有権は、前条第１項又は第５項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認した

　ときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負　

　担するものとする。　

（契約不適合責任）

第８条　発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

　「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の　

　引渡しによる履行の追完を請求することができる。　

２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求し

　た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。　

３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追

　完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ

　し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することがで　　

　きる。

　(1)　履行の追完が不能であるとき。

　(2)　受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(3)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし

　　た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその期間を経過したと　　

　　き。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み

　　がないことが明らかであるとき。　　

（契約金額の請求及び支払）

第９条　受注者は、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。

　ただし、第４条第３項ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入

　され、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。　　

２　発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。

３　発注者は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金

　支払の日までの日数に応じ、当該未払金に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額

　の遅延利息を受注者に支払わなくてはならない。　　　

４　発注者は、第１項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見

　したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、

　当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第２項

　の規定による支払期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又

　は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。　　　　

５　消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更

　手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適

　用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。　　

（履行遅滞による遅滞料）

第10条　受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入

　期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額（履行が可分の契約である

　ときは、履行遅滞となった部分の金額）につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を発注者に支

　払わなくてはならない。　　　

２　前項の遅滞料徴収日数の計算については、第６条第１項及び第５項の検査に要した日数並びに受注者

　の故意又は重大な過失によらない事由による同条第４項の取替又は改善に要した日数は、算入しないも

　のとする。　　

（発注者の任意解除権）
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第11条　発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第12条の２の規定によるほか、必要がある

　ときは、この契約を解除することができる。　

（発注者の解除権）

第12条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告

　をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、そ

　の期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

　は、この限りでない。　　　　

　(1)　正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。

　(2)　受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがない

　　と明らかに認められるとき。　　

　(3)　正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

２　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの

　契約を解除することができる。　

　(1)　第２条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。

　(2)　受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。

　(3)　受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(4)　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

　　明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。　　

　(5)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約を

　　した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。　　

　(6)　前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約を

　　した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。　　

　(7)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

　　規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

　　止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実

　　質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。　　　　　　

　(8)　この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

　(9)　故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。

　(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。

　(11) 第15条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。

　(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

　　ア　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又

　　　はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以

　　　下同じ。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。　　　　　　

　　イ　役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者

　　　に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。　

　　ウ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力

　　　を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与

　　　（以下「利益の供与」という。）をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、

　　　暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした

　　　と認められるとき。

　　エ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

　　　を有していると認められるとき。　　　

３　次に掲げる場合には、発注者は、第１項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすること

　ができる。　

　(1)　債務の一部の履行が不能であるとき。

　(2)　受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（談合その他不正行為による解除）

第12条の２　発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契
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　約を解除することができる。　

　(1)　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい

　　う。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。

　(2)　独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第20条第２項において

　　準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは同条第３項、第17条の２又は第20条第１項の規

　　定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。　　　　

　(3)　独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

　　及び第７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、

　　又は独占禁止法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４

　　第１項の規定により納付命令を受けなかったとき。　　

　(4)　刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第３条の規定による刑の

　　容疑により刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提訴されたとき（受注

　　者の役員等又はその使用人が当該公訴を提起された時を含む。）。　　

　(5)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号)第167条の４第２項第２号に該当すると認められたとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第13条　第12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、

　前２条の規定による契約の解除をすることができない。　

（既納入物品の取扱い）

第14条　発注者が第11条又は第12条（第２項第７号及び第12号を除く。）の規定により、この契約を解除

　したとき、又は第16条第３項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、物品の既納入部分を検査の

　上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求する

　ことができる。　　　

２　前項の代金の請求及び支払に関しては、第９条の規定を準用するものとする。　

（受注者の解除権）

第15条　受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

　(1)　発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能になったとき。

　(2)　天災その他の理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。

２　前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規

　定による契約の解除をすることができない。　

（発注者の損害賠償請求等）

第16条　発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対

　し請求することができる。　　

　(1)　契約不適合があるとき。

　(2)　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の10分の１に相

　当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。　

　(1)　第12条の規定によりこの契約が解除された場合

　(2)　受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につ

　　いて履行不能となった場合　　

３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

　(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定

　　により選任された破産管財人　　

　(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の

　　規定により選任された管財人　　

　(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の

　　規定により選任された再生債務者等　　

４　第２項の規定による違約金の支払は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。

５　第１項、第２項（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）又は

- 80 -



　前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない

　事由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。　　

６　受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の

　指定する期間内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対し

　て、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

　定する率を乗じて計算して得た額を遅延利息として併せて発注者に納付しなければならない。　　　

（談合等不正行為があった場合の賠償金等）

第16条の２　受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、契約金

　額の総額の10分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合にお

　いて、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。　　　

　(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。

　(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止

　　法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４第１項の規定

　　により納付命令を受けなかったとき。　　　　　　

　(3) 第12条の２第４号に規定する刑が確定したとき。

　(4) 第12条の２第５号に該当したとき。

２　前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、

　受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（受注者の損害賠償請求）

第17条　発注者は、第11条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及

　ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者

　が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事

　由によるものであるときは、この限りでない。　　　

２　前項の規定は、第15条第１項第１号に該当し、同条の規定によりこの契約を解除された場合について

　準用する。

（契約不適合責任期間）

第18条　発注者は、引き渡された物品が契約不適合であるとき、契約の内容に適合しないことを知った日

　から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の

　請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受

　注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。　

（契約の変更）

第19条　この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注

　者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。　

（相殺）

第20条　発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約金

　額請求権及びその他の債権と相殺することができる。　

２　前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該

　不足額を支払わなければならない。　

（紛争の処理）

第21条　受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者

　の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。　　

（仮契約）

第22条  この契約は仮契約であり、池田市議会の議決がなされたとき本契約となるものとする。

（疑義等の決定）
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第23条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の

　上、これを定めるものとする。　
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議案第４９号  参  考（３） 

 

高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車の概要 

 

池田市消防本部（署）に配置する予定の高規格救急自動車及び災害対応特殊

救急自動車は、救急救命士が行う高度な救命処置に必要な資機材を搭載予定で

あり、気管挿管や薬剤投与などの特定行為を実施するスペースが確保された機

能性に優れた車両である。 

また、災害対応特殊救急自動車については、大規模災害や特殊災害が発生し

た際に出場する緊急消防援助隊に登録する。 

主要諸元等については、高規格救急自動車及び災害対応特殊救急自動車とも

に共通であり、次のとおりである。 

 

１ 主要諸元 

型式      日産 パラメディック（３ＢＦ－ＣＳ８Ｅ２６） 

全長      ５，３３０ｍｍ 

全幅      １，８８０ｍｍ 

全高      ２，４９０ｍｍ 

定員      ７名 

エンジン出力  １４７ＰＳ 

最小回転半径  ６．０ｍ 

 

２ 車両主要装備品 

防振ベッド・エクスチェンジストレッチャー 

ルーフサイド及び車両後方バックドア上部作業灯 

ナビゲーションシステム及びバックアイモニター 一式 
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後退警報機（解除スイッチ付き） 

リモートコントロールエントリーシステム 一式 

オートクロージャー（バックドア及びスライドドア） 一式 
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３ 艤
ぎ

装三面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        （単位：ｍｍ） 

 

                      

                        部分 車両管理番号 

                     ・高規格救急自動車 ２５ 

                     ・災害対応特殊救急自動車 ２３ 

  

 

５,３３０（全長） 

１,８８０（全幅） 

池田市消防本部 
OSAKA 

２,９４０（ホイルベース） 

池田市消防本部 

I K E D A 
A M B U L A N C E 

２,４９０ 

（全高） 
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議案第５０号 

 

動産の取得について 

 

下記のとおり動産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年池田市条例第８号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

記 

１ 種 類         高度救命処置用資機材 

２ 数 量         一式 

３ 取 得 金 額         金２１，３４０，０００円    

４ 契約の相手方   大阪市中央区内平野町３丁目２番１０号 

           株式会社アダチ 

           代表取締役 足立 三朗 

 

令和８年６月４日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

高度救命処置用資機材を取得したいので、本議案を提出するものである。 
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議案第５０号  参  考（１） 

 高度救命処置用資機材の購入 

契約の目的 契約方法 契約金額 契約の相手方 

 

高度救命処置用資機

材の購入 

 

指名競争入札  

円 

21,340,000 
 

大阪市中央区内平野町

３丁目２番１０号 

株式会社アダチ 

代表取締役  

足立 三朗 

・仮 契 約 年 月 日  令和８年５月１１日 

・納 入 期 限  令和９年３月３１日 

・納 入 場 所  池田市八王寺１丁目２番１号 

・入 札 指 名 日  令和８年４月１６日 

 

・入  札  日  令和８年５月１１日 

・予 定 価 格  ２２，０６１，８１９円（消費税抜き） 

・入 札 経 過  

入札業者名       第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額 

㈱やよい 大阪営業所 事前辞退   

◎㈱アダチ 19,400,000   

㈱三笑堂 新大阪支店 事前辞退   

石黒メディカルシステム㈱ 

大阪支店 
事前辞退   

日本船舶薬品㈱ 

大阪支店 
19,800,000   

備考（１）◎は落札者 

（２）上記入札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札

価格である。 

 

単位（円） 
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議案第５０号  参  考（２） 

 

売 買 契 約 書 

 

１ 品 名       高度救命処置用資機材 

２ 規 格       別紙仕様書のとおり 

３ 数 量       別紙仕様書のとおり 

４ 

契 約 金 額       
    百万   千   円 

  ￥ ２ １ ３ ４ ０ ０ ０ ０ 

うち 取引 に係 る消 費税 

及び 地方 消費 税の 額  

  
 ￥ １ ９ ４ ０ ０ ０ ０ 

  

５ 契約保証金       免  除 

６ 納 入 場 所       池田市八王寺１丁目２番１号 

７ 納 入 期 限       令和９年３月３１日 

上記物品の売買について、発注者と受注者は次の契約条項によって売買契約を締結する。 

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年５月１１日 

 

 大阪府池田市城南１丁目１番１号 

発注者 池 田 市       

 代 表 者      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 所 在 地      大阪市中央区内平野町３丁目２番１０号 

受注者 商号又は名称 株式会社アダチ 

 代表者氏名 代表取締役 足立 三朗 
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（総則）

第１条　発注者及び受注者は、この契約書（仕様書及び図面等を含む。）に基づき、日本国の法令を遵守

　し、この売買契約を誠実に履行しなくてはならない。　

２　受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなくてはならな

　い。

３　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の終了、解

　除後も同様とする。　

４　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければなら

　ない。　

５　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。

６　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

７　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合

　を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

８　この契約書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第

　48号）の定めるところによるものとする。　

９　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10　この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在

　地を管轄する裁判所に行うものとする。　

（権利義務の譲渡等の禁止）

第２条  受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の

　目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。　

（監督）

第３条　発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督する

　ことができる。　

（納入方法）

第４条　受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２　物品の品質、形状、寸法等は、すべて仕様書及び図面又は現品見本どおりとしなければならない。

３　受注者は、品名、規格、数量、単価等を記載した納品書を添えて、自己の負担をもって発注者の指定

　する場所に物品を一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認め

　るときは、この限りでない。　　

（納入期限の延長）

第５条  受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により、納入期限内に物品を納入

　することができないときは、その都度遅滞なく事由及び延期日数等を詳記した文書をもって期限延長の 

　申出をすることができる。 

２  前項の申出は、納入期限内にしなければならない。

３  発注者は、第１項の申出を受理した場合において、内容を検討し正当であると認めたときは、納入期

　限を延長することができる。 

（検査）

第６条　発注者は、納品日から10日以内に検査を行うものとする。

２　受注者は、前項の検査に立会うものとし、立会わないときは検査の結果について異議を申し立てるこ

　とができない。　

３　第１項の検査に要する費用及び検査のために変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は

　補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。　

４　発注者は、納入した物品の全部又は一部が第１項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者

　に物品の取替又は改善を請求することができる。　

５　発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。

- 89 -



（所有権）

第７条　物品の所有権は、前条第１項又は第５項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認した

　ときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負　

　担するものとする。　

（契約不適合責任）

第８条　発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

　「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の　

　引渡しによる履行の追完を請求することができる。　

２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求し

　た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。　

３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追

　完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ

　し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することがで　　

　きる。

　(1)　履行の追完が不能であるとき。

　(2)　受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(3)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし

　　た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその期間を経過したと　　

　　き。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み

　　がないことが明らかであるとき。　　

（契約金額の請求及び支払）

第９条　受注者は、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。

　ただし、第４条第３項ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入

　され、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。　　

２　発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。

３　発注者は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金

　支払の日までの日数に応じ、当該未払金に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額

　の遅延利息を受注者に支払わなくてはならない。　　　

４　発注者は、第１項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見

　したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、

　当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第２項

　の規定による支払期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又

　は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。　　　　

５　消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更

　手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適

　用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。　　

（履行遅滞による遅滞料）

第10条　受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入

　期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額（履行が可分の契約である

　ときは、履行遅滞となった部分の金額）につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を発注者に支

　払わなくてはならない。　　　

２　前項の遅滞料徴収日数の計算については、第６条第１項及び第５項の検査に要した日数並びに受注者

　の故意又は重大な過失によらない事由による同条第４項の取替又は改善に要した日数は、算入しないも

　のとする。　　

（発注者の任意解除権）
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第11条　発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第12条の２の規定によるほか、必要がある

　ときは、この契約を解除することができる。　

（発注者の解除権）

第12条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告

　をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、そ

　の期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

　は、この限りでない。　　　　

　(1)　正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。

　(2)　受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがない

　　と明らかに認められるとき。　　

　(3)　正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

２　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの

　契約を解除することができる。　

　(1)　第２条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。

　(2)　受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。

　(3)　受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(4)　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

　　明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。　　

　(5)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約を

　　した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。　　

　(6)　前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約を

　　した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。　　

　(7)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

　　規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

　　止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実

　　質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。　　　　　　

　(8)　この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

　(9)　故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。

　(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。

　(11) 第15条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。

　(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

　　ア　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又

　　　はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以

　　　下同じ。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。　　　　　　

　　イ　役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者

　　　に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。　

　　ウ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力

　　　を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与

　　　（以下「利益の供与」という。）をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、

　　　暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした

　　　と認められるとき。

　　エ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

　　　を有していると認められるとき。　　　

３　次に掲げる場合には、発注者は、第１項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすること

　ができる。　

　(1)　債務の一部の履行が不能であるとき。

　(2)　受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（談合その他不正行為による解除）

第12条の２　発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契
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　約を解除することができる。　

　(1)　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい

　　う。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。

　(2)　独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第20条第２項において

　　準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは同条第３項、第17条の２又は第20条第１項の規

　　定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。　　　　

　(3)　独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

　　及び第７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、

　　又は独占禁止法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４

　　第１項の規定により納付命令を受けなかったとき。　　

　(4)　刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第３条の規定による刑の

　　容疑により刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提訴されたとき（受注

　　者の役員等又はその使用人が当該公訴を提起された時を含む。）。　　

　(5)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号)第167条の４第２項第２号に該当すると認められたとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第13条　第12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、

　前２条の規定による契約の解除をすることができない。　

（既納入物品の取扱い）

第14条　発注者が第11条又は第12条（第２項第７号及び第12号を除く。）の規定により、この契約を解除

　したとき、又は第16条第３項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、物品の既納入部分を検査の

　上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求する

　ことができる。　　　

２　前項の代金の請求及び支払に関しては、第９条の規定を準用するものとする。　

（受注者の解除権）

第15条　受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

　(1)　発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能になったとき。

　(2)　天災その他の理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。

２　前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規

　定による契約の解除をすることができない。　

（発注者の損害賠償請求等）

第16条　発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対

　し請求することができる。　　

　(1)　契約不適合があるとき。

　(2)　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の10分の１に相

　当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。　

　(1)　第12条の規定によりこの契約が解除された場合

　(2)　受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につ

　　いて履行不能となった場合　　

３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

　(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定

　　により選任された破産管財人　　

　(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の

　　規定により選任された管財人　　

　(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の

　　規定により選任された再生債務者等　　

４　第２項の規定による違約金の支払は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。

５　第１項、第２項（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）又は
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　前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない

　事由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。　　

６　受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の

　指定する期間内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対し

　て、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

　定する率を乗じて計算して得た額を遅延利息として併せて発注者に納付しなければならない。　　　

（談合等不正行為があった場合の賠償金等）

第16条の２　受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、契約金

　額の総額の10分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合にお

　いて、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。　　　

　(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。

　(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止

　　法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４第１項の規定

　　により納付命令を受けなかったとき。　　　　　　

　(3) 第12条の２第４号に規定する刑が確定したとき。

　(4) 第12条の２第５号に該当したとき。

２　前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、

　受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（受注者の損害賠償請求）

第17条　発注者は、第11条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及

　ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者

　が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事

　由によるものであるときは、この限りでない。　　　

２　前項の規定は、第15条第１項第１号に該当し、同条の規定によりこの契約を解除された場合について

　準用する。

（契約不適合責任期間）

第18条　発注者は、引き渡された物品が契約不適合であるとき、契約の内容に適合しないことを知った日

　から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の

　請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受

　注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。　

（契約の変更）

第19条　この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注

　者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。　

（相殺）

第20条　発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約金

　額請求権及びその他の債権と相殺することができる。　

２　前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該

　不足額を支払わなければならない。　

（紛争の処理）

第21条　受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者

　の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。　　

（仮契約）

第22条  この契約は仮契約であり、池田市議会の議決がなされたとき本契約となるものとする。

（疑義等の決定）
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第23条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の

　上、これを定めるものとする。　
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議案第５０号  参  考（３） 

高度救命処置用資機材の概要 

 区 分 品 名 

１ 気道確保用資機材 ・喉頭鏡 ハンドル 

・喉頭鏡 ブレード 

・喉頭鏡収納ケース 

・開口器 

・チューブホルダー 

・挿管チューブ 

・回路用人口鼻フィルター 

・マイクロストリーム アドバンス 挿管

用フィルターライン 

２ ビデオ喉頭鏡 ・ビデオ喉頭鏡 

・イントロック 

３ 自動体外式除細動器 ・ＺＯＬＬ ＡＥＤ 

４ 輸液用資機材 ・駆血帯 

５ 血糖測定器 ・血糖測定器 

・血糖測定紙 

・血糖針 

６ 心電計及び心電図伝送装置 ・ＺＯＬＬ Ｘシリーズ 

・充電式バッテリ 

・記録紙 

・ディスポ電極 

・成人用電極パット  

・電源ケーブル 

・電源延長ケーブル 等 

７ 人工呼吸器 ・自動式人工呼吸器 

・自動式人工呼吸器用ケース 

・バックバルブマスク 等 
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８ 携帯型吸引器 ・吸引器 

・ＡＣ電源付ブラケット 

・ショルダーストラップ 

・サイドポーチ 

・エアロゾルフィルター 

・再使用型キャニスター 

９ 固定用資機材 ・ペディスリーブ 

・ネックカラー 

・ソフトシーネ 

・陰圧ギプス 

１０ その他の資機材 ・防刃ベスト 

・外傷バック 

・検眼ペンライト 

・吸水シート 

・タオルケット 

・聴診器 

・無線ベスト 

・電子体温計 

・万能ハサミ 

・車輪止め 

・三角停止板 

・ＬＥＤ非常信号灯 

・救命浮環 

・防災マルチライト 

・感染防止衣 上下 

・ガーゼ缶 

・耐振動血圧計ウォール型 

・布担架 

・膿盆 

・電子適温ボックス 等  
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議案第５１号 

 

動産の取得について 

 

下記のとおり動産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年池田市条例第８号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

記 

１ 種 類         消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

２ 数 量         一式 

３ 取 得 金 額         金２６，５１０，０００円    

４ 契約の相手方   兵庫県三田市テクノパーク３２番地 

           株式会社モリタ 関西支店 

           支店長 髙岡 雄二 

 

令和８年６月４日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）を取得したいので、本議案を提出する

ものである。 
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議案第５１号  参  考（１） 

 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入 

契約の目的 契約方法 契約金額 契約の相手方 

 

消防ポンプ自動車

（ＣＤ－Ⅰ型）の購

入 

 

指名競争入札  

円 

26,510,000 
 

兵庫県三田市テクノパ

ーク３２番地 

株式会社モリタ  

関西支店 

支店長 髙岡 雄二 

・仮 契 約 年 月 日  令和８年５月１１日 

・納 入 期 限  令和９年３月３１日 

・納 入 場 所  池田市八王寺１丁目２番１号 

・入 札 指 名 日  令和８年４月１６日 

 

・入  札  日  令和８年５月１１日 

・予 定 価 格  ２４，１８１，８１９円（消費税抜き） 

・入 札 経 過  

入札業者名       第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額 

◎㈱モリタ 関西支店 24,100,000   

日本ドライケミカル㈱ 

大阪支店 
事前辞退   

日本機械工業㈱  

大阪営業所 
事前辞退   

小川ポンプ工業㈱ 27,100,000   

㈱吉谷機械製作所 事前辞退   

長野ポンプ㈱ 

大阪営業所 
28,300,000   

㈱ナカムラ消防化学 

大阪営業所 
事前辞退   

備考（１）◎は落札者 

（２）上記入札金額に１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札

価格である。 

 

単位（円） 
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議案第５１号  参  考（２） 

 

売 買 契 約 書 

 

１ 品 名       消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

２ 規 格       別紙仕様書のとおり 

３ 数 量       別紙仕様書のとおり 

４ 

契 約 金 額       
    百万   千   円 

  ￥ ２ ６ ５ １ ０ ０ ０ ０ 

うち 取引 に係 る消 費税 

及び 地方 消費 税の 額  

  
 ￥ ２ ４ １ ０ ０ ０ ０ 

  

５ 契約保証金       免  除 

６ 納 入 場 所       池田市八王寺１丁目２番１号 

７ 納 入 期 限       令和９年３月３１日 

上記物品の売買について、発注者と受注者は次の契約条項によって売買契約を締結する。 

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年５月１１日 

 

 大阪府池田市城南１丁目１番１号 

発注者 池 田 市       

 代 表 者      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 所 在 地      兵庫県三田市テクノパーク３２番地 

受注者 商号又は名称 株式会社モリタ 関西支店 

 代表者氏名 支店長 髙岡 雄二 
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（総則）

第１条　発注者及び受注者は、この契約書（仕様書及び図面等を含む。）に基づき、日本国の法令を遵守

　し、この売買契約を誠実に履行しなくてはならない。　

２　受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなくてはならな

　い。

３　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の終了、解

　除後も同様とする。　

４　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければなら

　ない。　

５　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。

６　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

７　この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合

　を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

８　この契約書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第

　48号）の定めるところによるものとする。　

９　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10　この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所在

　地を管轄する裁判所に行うものとする。　

（権利義務の譲渡等の禁止）

第２条  受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の

　目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。　

（監督）

第３条　発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督する

　ことができる。　

（納入方法）

第４条　受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２　物品の品質、形状、寸法等は、すべて仕様書及び図面又は現品見本どおりとしなければならない。

３　受注者は、品名、規格、数量、単価等を記載した納品書を添えて、自己の負担をもって発注者の指定

　する場所に物品を一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認め

　るときは、この限りでない。　　

（納入期限の延長）

第５条  受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により、納入期限内に物品を納入

　することができないときは、その都度遅滞なく事由及び延期日数等を詳記した文書をもって期限延長の 

　申出をすることができる。 

２  前項の申出は、納入期限内にしなければならない。

３  発注者は、第１項の申出を受理した場合において、内容を検討し正当であると認めたときは、納入期

　限を延長することができる。 

（検査）

第６条　発注者は、納品日から10日以内に検査を行うものとする。

２　受注者は、前項の検査に立会うものとし、立会わないときは検査の結果について異議を申し立てるこ

　とができない。　

３　第１項の検査に要する費用及び検査のために変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は

　補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。　

４　発注者は、納入した物品の全部又は一部が第１項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者

　に物品の取替又は改善を請求することができる。　

５　発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
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（所有権）

第７条　物品の所有権は、前条第１項又は第５項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認した

　ときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負　

　担するものとする。　

（契約不適合責任）

第８条　発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下

　「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の　

　引渡しによる履行の追完を請求することができる。　

２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求し

　た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。　

３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追

　完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ

　し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することがで　　

　きる。

　(1)　履行の追完が不能であるとき。

　(2)　受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(3)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし

　　た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその期間を経過したと　　

　　き。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込み

　　がないことが明らかであるとき。　　

（契約金額の請求及び支払）

第９条　受注者は、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。

　ただし、第４条第３項ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入

　され、第７条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。　　

２　発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。

３　発注者は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金

　支払の日までの日数に応じ、当該未払金に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額

　の遅延利息を受注者に支払わなくてはならない。　　　

４　発注者は、第１項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見

　したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、

　当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第２項

　の規定による支払期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又

　は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。　　　　

５　消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更

　手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適

　用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。　　

（履行遅滞による遅滞料）

第10条　受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入

　期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額（履行が可分の契約である

　ときは、履行遅滞となった部分の金額）につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

　律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を発注者に支

　払わなくてはならない。　　　

２　前項の遅滞料徴収日数の計算については、第６条第１項及び第５項の検査に要した日数並びに受注者

　の故意又は重大な過失によらない事由による同条第４項の取替又は改善に要した日数は、算入しないも

　のとする。　　

（発注者の任意解除権）
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第11条　発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第12条の２の規定によるほか、必要がある

　ときは、この契約を解除することができる。　

（発注者の解除権）

第12条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告

　をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、そ

　の期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

　は、この限りでない。　　　　

　(1)　正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。

　(2)　受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがない

　　と明らかに認められるとき。　　

　(3)　正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。

　(4)　前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

２　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの

　契約を解除することができる。　

　(1)　第２条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。

　(2)　受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。

　(3)　受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

　(4)　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を

　　明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。　　

　(5)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約を

　　した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。　　

　(6)　前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約を

　　した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。　　

　(7)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

　　規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

　　止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実

　　質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。　　　　　　

　(8)　この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。

　(9)　故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。

　(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。

　(11) 第15条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。

　(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

　　ア　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又

　　　はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以

　　　下同じ。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。　　　　　　

　　イ　役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者

　　　に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。　

　　ウ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力

　　　を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与

　　　（以下「利益の供与」という。）をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、

　　　暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした

　　　と認められるとき。

　　エ　役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

　　　を有していると認められるとき。　　　

３　次に掲げる場合には、発注者は、第１項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすること

　ができる。　

　(1)　債務の一部の履行が不能であるとき。

　(2)　受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（談合その他不正行為による解除）

第12条の２　発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契
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　約を解除することができる。　

　(1)　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい

　　う。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。

　(2)　独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第20条第２項において

　　準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは同条第３項、第17条の２又は第20条第１項の規

　　定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。　　　　

　(3)　独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

　　及び第７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、

　　又は独占禁止法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４

　　第１項の規定により納付命令を受けなかったとき。　　

　(4)　刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第３条の規定による刑の

　　容疑により刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提訴されたとき（受注

　　者の役員等又はその使用人が当該公訴を提起された時を含む。）。　　

　(5)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号)第167条の４第２項第２号に該当すると認められたとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第13条　第12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、

　前２条の規定による契約の解除をすることができない。　

（既納入物品の取扱い）

第14条　発注者が第11条又は第12条（第２項第７号及び第12号を除く。）の規定により、この契約を解除

　したとき、又は第16条第３項各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、物品の既納入部分を検査の

　上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求する

　ことができる。　　　

２　前項の代金の請求及び支払に関しては、第９条の規定を準用するものとする。　

（受注者の解除権）

第15条　受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

　(1)　発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能になったとき。

　(2)　天災その他の理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。

２　前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規

　定による契約の解除をすることができない。　

（発注者の損害賠償請求等）

第16条　発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対

　し請求することができる。　　

　(1)　契約不適合があるとき。

　(2)　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の10分の１に相

　当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。　

　(1)　第12条の規定によりこの契約が解除された場合

　(2)　受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につ

　　いて履行不能となった場合　　

３　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

　(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定

　　により選任された破産管財人　　

　(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の

　　規定により選任された管財人　　

　(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の

　　規定により選任された再生債務者等　　

４　第２項の規定による違約金の支払は、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。

５　第１項、第２項（第３項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）又は
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　前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない

　事由によるものであるときは、第１項、第２項及び前項の規定は適用しない。　　

６　受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の

　指定する期間内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対し

　て、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

　定する率を乗じて計算して得た額を遅延利息として併せて発注者に納付しなければならない。　　　

（談合等不正行為があった場合の賠償金等）

第16条の２　受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、契約金

　額の総額の10分の１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合にお

　いて、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。　　　

　(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。

　(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止

　　法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４第１項の規定

　　により納付命令を受けなかったとき。　　　　　　

　(3) 第12条の２第４号に規定する刑が確定したとき。

　(4) 第12条の２第５号に該当したとき。

２　前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、

　受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（受注者の損害賠償請求）

第17条　発注者は、第11条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及

　ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者

　が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事

　由によるものであるときは、この限りでない。　　　

２　前項の規定は、第15条第１項第１号に該当し、同条の規定によりこの契約を解除された場合について

　準用する。

（契約不適合責任期間）

第18条　発注者は、引き渡された物品が契約不適合であるとき、契約の内容に適合しないことを知った日

　から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の

　請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受

　注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。　

（契約の変更）

第19条　この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注

　者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。　

（相殺）

第20条　発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約金

　額請求権及びその他の債権と相殺することができる。　

２　前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該

　不足額を支払わなければならない。　

（紛争の処理）

第21条　受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者

　の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。　　

（仮契約）

第22条  この契約は仮契約であり、池田市議会の議決がなされたとき本契約となるものとする。

（疑義等の決定）
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第23条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の

　上、これを定めるものとする。　
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議案第５１号  参  考（３） 

 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の概要 

 

池田市消防団（神田分団）に配置する予定の消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

は、１トン級ダブルキャブ型で車両重量が３．５トン未満であり、普通免許で

運転することができるコンパクトな車両でありながらＡ－２級ポンプを搭載し

ており、放水性能を落とさず従来どおりの消火能力を発揮できる車両である。 

主要諸元等については、次のとおりである。 

 

１ 主要諸元 

型式      トヨタ ダイナ（３ＢＦ－ＴＲＹ２３０－ＰＧＴＣＫ） 

又は同等品 

エンジン    ガソリンエンジン 

全長      ５，３００ｍｍ 

全幅      １，８５０ｍｍ 

全高      ２，４００ｍｍ 

定員      ６名 

エンジン出力  １３０ＰＳ 

最小回転半径  ５．０ｍ 

 

２ 消防ポンプ 

性能      Ａ－２級 

規格放水圧力  ０．８５Ｍｐａで放水量２.０㎥／分以上 

吸水口      ７５ｍｍ左右各１口 

吸水管      ７５ｍｍ×１０ｍ左右各１口 
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中継口     ６５ｍｍポンプ室側に各１口 

 

３ その他の主な艤
ぎ

装 

車体後面のアルミシャッター式の器具収納スペース 

車体上部の照明装置 

車体後面左側の折りたたみ式昇降梯子 

自動調光機能付多目的液晶ディスプレイのポンプ操作装置 

 

４ 主な装備 

車載照明装置 １基 

その他消防活動用装備 一式 
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５ 艤装三面図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：ｍｍ） 

 

  

  

 

 

２,５４５（ホイルベース） 

５,３００（全長） 

２,４００ 

（全高） 

 
１,８５０（全幅） 

池田市消防団 

神田分団 
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議案第５２号 

 

 

池田市公平委員会委員の選任について 

 

 

  下記の者を池田市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所                  

 

  氏 名     平 山 博 史 

 

                

 

 

   令和８年６月４日  提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市公平委員会委員平山博史氏は、来る令和８年８月７日をもって任期

満了となるため、その後任を選任するものである。 
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議案第５３号 

 

池田市農業委員会委員の任命について 

 

 下記の者を池田市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。 

記 

住  所 氏  名 生年月日 

             中西 史三            

            籔内 謙二            

            吉野  聡             

             川﨑 治靖           

              田中  充           

           神田 久彦             

              岡本 浩二            

               福井 茂次            

              上田 一裕            

              瓦林 義隆            

              片山  進           

               細原 久彦            

              藤阪 健次            

                笹部 敏一            

               中島  裕           

               杉村 一利            

                  庄田佳保里            

 

  令和８年６月４日 提出 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

理  由 

  令和８年７月１９日をもって任期満了となる池田市農業委員会委員の後任 

を任命するものである。 

- 110 -



諮問第１号 

 

 

人権擁護委員の推薦に関する諮問について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住 所                      

 

氏 名     西   義 史 

 

                                  

 

 

  令和８年６月４日 提出 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

理  由 

  人権擁護委員西義史氏は、来る令和８年１２月３１日をもって任期満了と

なるため、その後任委員の推薦を必要とするものである。 
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議案第５４号

　令和８年度池田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２１,８２６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４５,１９８,３０１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第２表　繰越明許費補

　正」による。

　　令和８年６月４日　提出

令和８年度池田市一般会計補正予算（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
1
1
3
 
-



-
 
1
1
4
 
-



-
 
1
1
5
 
-



（単位：千円）

事　　　　業　　　　名

4 衛生費 2 清掃費 ごみ収集車購入事業 11,000

第２表　繰越明許費補正

款 項 金　　　額

-
 
1
1
6
 
-



議案第５４号　　説　　明

令和８年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ３ 号

-
 
1
1
7
 
-



-
 
1
1
8
 
-



歳 入

-
 
1
1
9
 
-



-
 
1
2
0
 
-



-
 
1
2
1
 
-



-
 
1
2
2
 
-



歳 出

-
 
1
2
3
 
-



-
 
1
2
4
 
-



-
 
1
2
5
 
-



-
 
1
2
6
 
-



-
 
1
2
7
 
-



-
 
1
2
8
 
-



特 別 職

給 与 費

区 分 職 員 数
報 酬 給 料 地 域 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当 退 職 手 当 計

共 済 費 合 計

人 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  

長 等 4 － 34,692 4,510 289 20,233 5,100 64,824 10,426 75,250 

補 正 後
議 員 22 160,085 － － － 70,436 － 230,521 39,570 270,091 

そ の 他 1,176 102,862 － － － － － 102,862 － 102,862 

計 1,202 262,947 34,692 4,510 289 90,669 5,100 398,207 49,996 448,203 

長 等 4 － 34,692 4,510 289 20,233 5,100 64,824 10,426 75,250 

補 正 前
議 員 22 160,085 － － － 70,436 － 230,521 39,570 270,091 

そ の 他 1,173 102,810 － － － － － 102,810 － 102,810 

計 1,199 262,895 34,692 4,510 289 90,669 5,100 398,155 49,996 448,151 

長 等 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 

比 較
議 員 0 0 － － － 0 － 0 0 0 

そ の 他 3 52 － － － － － 52 － 52 

計 3 52 0 0 0 0 0 52 0 52 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

-
 
1
2
9
 
-



-
 
1
3
0
 
-



参 考 資 料

-
 
1
3
1
 
-



-
 
1
3
2
 
-



-
 
1
3
3
 
-



-
 
1
3
4
 
-



-
 
1
3
5
 
-



-
 
1
3
6
 
-



-
 
1
3
7
 
-



-
 
1
3
8
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 26,667,844     52     26,667,896     

人　  件　  費 9,941,659     52     9,941,711     

扶　  助　  費 13,222,895     ─  　 13,222,895     

公　  債　  費 3,503,290     ─  　 3,503,290     

 投 資 的 経 費 1,500,490     ─  　 1,500,490     

 そ　   の   　他 17,008,141     21,774     17,029,915     

物　  件　  費 7,953,083     22,729     7,975,812     

そ　  の　  他 9,055,058     △ 955     9,054,103     

45,176,475     21,826     45,198,301     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
1
3
9
 
-



-
 
1
4
0
 
-

4.7.



-
 
1
4
1
 
-

7. 0. 7.


